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序     文 

 

 日本国政府は、フィリピン国政府の要請に基づき、「高生産性稲作技術の地域展開計画」を実施

することを決定し、独立行政法人国際協力機構が本案件を実施することとなりました。 

 

 当機構は、プロジェクトの円滑かつ効率的な実施を図るため、実施協議に先立ち平成 15 年 9 月

22 日から 10 月 4 日の 13 日間にわたり、当機構農業開発協力部農業技術協力課長北原春美を団長

とする第一次事前調査団を、平成 16 年 2 月 25 日から 3 月 5 日の 10 日間にわたり、同部農業技術

協力課長代理江種利文を団長とする第二次事前評価調査団を現地に派遣しました。 
 

 これらの調査において確認された要請背景・内容等を踏まえ、フィリピン事務所長は 2004 年

10 月 18 日に、案件実施に係る実施協議議事録（R/D）の署名を行いました。  
 
 本報告書は、参考資料として広く関係者に活用されることを願い、取りまとめたものです。 
終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 
平成 16 年 11 月 
 
                                  国 際 協 力 機 構     

理事 北原 悦男 
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第１章 事前評価調査団の派遣 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 米はフィリピン農業において最重要作物であり、80％の国民が主食としている。しかしながら、

全国平均の籾収量は極めて低く、品種改良、機械化、栽培体系の確立が強く求められてきた。こ

れを受けて、日本はフィリピン稲作研究所（以下「フィルライス」）に対し無償資金協力を実施し

1991 年に研究施設を完成させ、1992 年から 5 年間のプロジェクト方式技術協力「フィリピン稲研

究所計画」を実施した。その後、小規模農家向け技術の研究開発を目的として 1997 年 8 月から 5

年間のプロジェクト方式技術協力「高生産性稲作技術研究計画」を実施した。 

 これらの協力の結果から、フィリピンにおける研究開発能力は飛躍的に向上した。しかしなが

ら、依然として農業現場の収量は全国平均で 3.19t/ha 程度と低く、中央の研究機関で開発された技

術が、各地域の特性に即した形で改良されておらず、地方レベルで十分に利用されていないこと

が問題となっている。 

 こうしたことからフィリピン政府は日本に対し地域に適応した技術の研究開発及びその普及を

目的として、新たな技術協力プロジェクトを要請してきたものである。 

 

１－２ プロジェクト実施の経緯 

１－２－１ 無償資金協力（1991 年） 

1985 年に施設と機材の整備を実施（22.6 億円） 

 

１－２－２ フェーズⅠ「フィリピン稲研究所計画」（1992 年 8 月～1997 年 7 月） 

(1) 実施期間 1992 年 8 月～1997 年 7 月 

(2) プロジェクト目標 

「フィルライスにおいて稲作技術の研究および訓練活動を促進し、ひいてはフィリピンの

稲作技術の向上に資することを目的とする」 

(3) 専門家の投入 

長期専門家 チームリーダー、調整員、品種改良、土壌肥料 

短期専門家 その他 26 名 

(4) 機材供与 2 億 2,470 万円 

(5) 主な成果 

1) 研究・研修計画 

国内地域別稲収量の調査、気象条件との相関などを明らかにし、他国の状況の比較から

土地生産性、労働生産性の向上を今後の課題として設定した。 

2) 品種改良 

低平地向け高品質・多収系統「PJ3」、高標高地向き耐冷性良質系統「PJ2」を系統として

育成。 

3) 土壌肥料 

・既存データから各地域の実態調査（施肥効率など） 

・土壌肥沃度の簡易測定法の開発 
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・窒素施肥技術の開発 

・さまざま窒素条件の下での水稲生育モデルの構築 

4) 栽培（短期専門家） 

   畑作から水稲への転換を安定的に行うのに重要な研究手法として土壌窒素供給パターン

を推定する解析プログラム ENMS の適用法の指導（研究所内での指導） 

5) 虫害防除（短期専門家） 

IPM の概念の紹介や稲の生態防除反応の評価方法等 

6) 農業機械（短期専門家） 

稲刈り取り機、直播用水稲播種機、の開発。それぞれ２つの試作品を開発 

 

１－２－３ フェーズⅡ「高生産性稲作技術研究計画」（97 年 8 月～02 年 7 月） 

(1) 実施期間 1997 年 8 月～2002 年 7 月 

(2) プロジェクト目標 

「フィルライスで実施されるプロジェクにより、小規模農家向け高生産性稲作技術が研究

開発される」 

（3）専門家の投入 

       長期専門家 リーダー、業務調整、品種改良、農業機械、栽培 

短期専門家 19 名 

（4）機材供与等 

   機材供与   2 億 5200 万円 

     プロ基盤整備    4700 万円 

        L/C 負担         1800 万円 

（5）主な成果 

1) 品種改良 

低平地灌漑地向け 16 系統、耐冷性 3 系統を育成。このうち、「PJ2」が品種として採用さ

れた。 

2) 機械化 

畦畔サイドプラウ、均平機、ドラム型播種機、リーパー（刈取り機）、収束機、コンバ

インを開発。これによる労働力の低減度は、移植された稲に対しては 25％以上、直播に対

しては 35％以上 

3) 栽培 

・湿潤種子直播稲作における労働力が 11％低減、収量は 15％増加 

・湿潤直播栽培技術については、テクノガイド（1 枚の表）を作成 

4）米の品質基準（短期専門家） 

・米の品質評価能力は 1 日当たり 200 サンプル 

5）機械化経営のための営農システム（短期専門家） 

・経済的余剰モデル（米の需要と供給予測モデル） 

・機械化評価フレームワーク(機械化した場合の農家の収入やコスト分析モデル) 

・作物適正モデル（GIS として試験結果データベース） 

・稲作技術に関するデータベース（PRO-RICE）の作成 
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１－３ 調査団の構成  

総括 北林 春美 JICA 農業開発協力部 

農業技術協力課長 

育種/栽培 執行 盛之 農業工学研究所農地整備部長 

普及 野尻 直隆 農林水産省経営局普及課経営専門官 

協力計画 中村 貴弘 JICA 農業開発協力部農業技術協力課 

 

１－４ 調査日程 

日順 月 日 調 査 内 容 宿 泊 

1 9 月 22 日（月） 東京→マニラ（9：45 JL741）13:00 着 

事務所打ち合わせ 

マニラ 

2 9 月 23 日（火） 農業省表敬 

大使館表敬 

国家経済開発庁表敬 

移動（マニラ→ムニョス）（4 時間） 

ムニョス 

3 9 月 24 日（水） フィルライス所長表敬、施設の視察 ムニョス 

4 9 月 25 日（木） 協議 1（フィリピン側イメージの提示） 

   （日本側イメージの提示） 

ムニョス 

5 9 月 26 日（金） 移動（ムニョス→イロコス）（7～8 時間） 

フィルライス Batac 支所表敬 

協議 2（現在の活動内容などの確認） 

イロコス 

6 9 月 27 日（土） 圃場視察、イロコス地域視察 イロコス 

7 9 月 28 日（日） 移動（イロコス→マニラ）（陸路 11 時間） マニラ 

8 

 

9 月 29 日（月） マニラ→ミンダナオ（北アグサン州）（空路） 

フィルライス Agusan 支所表敬、 

協議 3（現在の活動内容などの確認） 

ミンダナオ 

 

9 9 月 30 日（火） 北アグサン州→ダバオ（陸路 6 時間） 

途中フィルライスの活動を視察  

MM 案作成 

ダバオ 
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10 10 月 1 日（水） ダバオ→マニラ 

協議 4（計画内容の確認） 

マニラ 

11 10 月 2 日（木） 協議 5（最終協議） マニラ 

12 10 月 3 日（金） MM 署名 

事務所報告 

大使館報告 

マニラ 

13 10 月 4 日（土） 移動（マニラ→成田）9：30 発 JL746 14:45 着  

 

 



第２章 要約 

 
中央試験所、バタック支所、RTR 支所および展示圃場等活動現場の視察により、フェーズⅡプ

ロジェクト終了後もフィリピン側が独自の技術開発を継続するとともに、各地で農業省や地方自

治体等関連機関との連携・協力による現地実証、技術普及（technology promotion）活動に着手し

ており、各地域の自然的・社会的条件に適した稲作技術の適応化に積極的に取り組んでいること

が確認された。 

フィルライス各支所は、稲作振興の重点地域に設置されており、プロジェクト拠点として要請

された各試験所は、異なる自然条件の下で稲作技術および稲作を基本とする営農技術の改善の課

題を適切に設定している。これらの支所の能力向上と技術実証・適応化によって当該地域のみな

らず類似条件下にある他地域への波及による稲作生産性向上と米増産の効果が期待できる。 

従って、今期技術協力プロジェクト要請における計画内容は新規技術の開発ではなく、対象地

域の条件に合致した既存技術の現地適応化と適応可能技術の営農体系への取りまとめ、ならびに

地方自治体等農家への技術普及を担当する関連機関への（適応化された技術と営農体系の）普及

手法の移転が中心となるべきであることをフィリピン側と確認した。 

上記活動を主眼とするプロジェクトの実施によって、過去の技術協力を通じて中央研究所内で

開発された技術や品種を基盤とする複数の営農モデルが「農家が使える技術」として受け入れら

れ、広く波及し、米増産と農家生計の向上に寄与するものと判断される。 

フィリピン側からは、現地実証・展示圃場関連活動（農家グループの圃場を使った技術評価、技

術改良、普及可能技術の体系化、普及・研修教材の開発等）、作物・土壌栄養、ミンダナオ島を主

たるターゲットとする育種と病虫害管理に関する専門家の技術指導が要請された。これらの要請

については、先方から提出された関連データの分析を行い、今後予定されている第二次事前評価

調査の際に再度協議することとする。 

 

２－１ ミニッツ概要 

２－１－１ 基本的な考え方 

(1) 技術的、社会的、経済的、環境的側面を考慮し、対象地域の農家が利用可能な地域適用

型技術の開発を行う。 

→過去に実施されたフェーズ１、２の協力によりフィルライスの研究所としてのレベルは

飛躍的に向上した。本プロジェクトでは、これまでのとおり研究所内での研究開発に留ま

らず、農家圃場での実証を通じて、一般の農家が即適用可能な技術の開発を目指す。 

 

(2) 過去に実施された技術協力（フェーズ１、２）の成果、およびフィルライスが実施して

きた活動の成果（技術、人材、施設など）を活用しプロジェクトを実施すること 

→フィルライスとの協力は 1985 年の無償資金協力、1992～97 年にフェーズⅠ、97 年～2002

年にフェーズⅡ、が実施されている。従って、過去に移転された技術や、カウンターパー

ト、施設などを十分に活用することにより、より良い成果を効率的に得られるプロジェク

トとする。 
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(3) 開発された技術を対象エリアの稲作農家へ普及することを念頭に実施する。 

→過去の研究の成果に基づき、単に農家圃場で技術の実証を行うに留まらず、参加農家ま

で開発された技術が広がること念頭に置き、プロジェクトを実施する。 

 

２－１－２ 要請されたプロジェクト対象地域とフィルライス支所の課題 

(1) フィルライス中央試験所（Nueva Ecija 州） 灌漑低地稲作 

当該地域における課題としては主に、①作物・土壌栄養、②農業機械化促進、③技術普

及モデルの評価、④技術の波及や農家経営等に関する多面的な評価の実施、が挙げられる。  

フィルライス本所としての研究技術は高いレベルにあり、①各支所への専門技術支援、

②技術の普及、③技術波及評価の実施、が課題である。 

 

(2) フィルライス・バタック支所（Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union 州） 

天水低地稲作を中心とする多角化 

地域の課題としては主に、①作物土壌栄養、②作物多様化と集約化、③節水技術、④品

種適応化、が挙げられる。 

    支所の機能としては、技術普及とモデル農家圃場での新技術の適応化試験が主な課題で

ある。 

 

(3) フィルライス・アグサン支所（Agusan Norte, Agusan Sur 州）灌漑低地（湿地）稲作 

    地域の課題としては主に、①作物・土壌栄養、②品種開発、③総合的病害虫防除（IPM）

が挙げられる。 

    支所の機能としては、支所の試験圃場を用いた新技術の適用化試験の強化、技術の普及

が主な課題である。 

 

２－１－３ プロジェクトの基本枠組み（案） 

(1) プロジェクト目標 

対象地域において地域適用型技術の開発と普及（promotion）を通して稲作の生産性が向

上する。 

 

(2) 達成すべき成果 

a．対象地域に適した品種と栽培技術が特定される。 

b．地域適用型稲作技術および稲作を基本とした営農技術がパッケージングされ、普及 

（promotion）される。 

c．技術普及モデルが関係機関に利用される。 

 

２－１－４ 今後の検討事項等 

(1) フィルライスはカウンターパート指名予定者のリストを提出する 

(2) フィルライスは、本所から支所への技術的支援の実施方法に関する計画を提出する。 

(3) 2004 年 1 月を目途にプロジェクトの具体的計画策定を目的とする第二次事前評価調査を

実施する。 



第３章 対象地域の現状と課題 

 
３－１ 稲作栽培（品種と栽培管理） 

３－１－１ 地域の状況 

(1) ルソン島中部の状況 

今回の調査では、フィルライス本所と 2 支所の試験圃場と共に、現地試験圃場も視察し

た。現地圃場の殆どでは、フィルライスが育成した新品種の適応性試験が農家自身の手で

行われており、かなり見応えのある圃場が多かった。稲作栽培の内容は、ルソン島中部、

北部、ミンダナオとも地区によって特徴ある進展を示している。 

フィルライス本所が所在するルソン島中部のヌエバエシハ州は潅漑施設がほぼ完備され、

集約的な水稲二期作が可能な地域である。3 カ所の現地試験圃場を視察し、農家の技術レ

ベルの高さに感心した。いずれも地区内では選り抜きの篤農家であろうが、水稲収量が 7.5 

t/ha を予想させる稲の出来の圃場もあった。またフィルライス育成系統のうち「PJ7」を、

国内で最大の作付面積を誇る「IR64」を凌駕する食味を示す新品種として大幅に採用して

いる農家、ハイブリッド 4 品種の採種と販売を行っている農家圃場を視察した。いずれの

農家も、かなり高度な栽培技術を駆使しており、この技術レベルの現地デモ圃場と普及

（technology promotion）を行うことで、ヌエバエシハ州の平均収量を現状の 4.05t から引

き上げて、5.0t/ha 以上の高収量が望めるものと判断し、これを実証試験の目標収量とした。 

 

(2) ルソン島北部の状況 

ルソン島北部のイロコスノルテ州にはフィルライス・バタック支所がある。この地域の

水田面積は、国全体の 1 割程度であるが、住民の 8 割は農民であって、経営面積も 0.5ha

と小さいので耕地利用率を高めるために畑作や野菜作の導入に積極的である。ここの水稲

作は、潅漑水量が少なくて天水への依存度の高いことに特徴があり、一期作の地帯である。  

特徴的な 3 カ所の現地圃場を視察した。最初の農家は 5a の水稲作を基幹としながらも、

14 種の果樹と野菜を栽培し、淡水魚・豚・鶏も飼育している。この他 2 カ所の現地圃場で

は、PJ 系統の適応性試験が行われており、ここでも「PJ7、PJ3-5、PJ18」などが食味・多

分けつ・収量性の面で高く評価されていた。ハイブリッド品種も作付けされており、これ

らの地区にはバタック支所から技術者が週に 1 回派遣されて指導に当たっている。いずれ

の農家も、新しい水稲品種や技術への興味は高く、圃場管理も丹精を究めているが、やは

り気象と土壌に起因して一株当りの分けつ数が 12 本程度と少ないため、ルソン島中部程の

多収穫は望めそうにない。したがって実証試験の目標収量も対象地区の平均収量 3.47t/ha

より、ほぼ 1t 高い、4.5t/ha と設定した。農家の勤勉さが加わるので 4.5t 以上の収量も可

能である。 

 

(3) ミンダナオ島の状況 

ルソン島の面積にほぼ匹敵するミンダナオ島にあっては、実証試験地区をアグサンデル

ノルテ州に所在するフィルライス・アグサン支所内が妥当であると判断した。対象とする 4

州の平均収量は 2.78t/ha と低く、上記の 2 地区に比べても格段に低収である。低収の原因は、
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導入できる稲作技術が少ないことに依っている。アグサン支所内の試験圃場をみても、病虫

被害に遭った圃場での収穫はほとんど見込めない状態であった。アグサン支所では、ミンダ

ナオ稲作の低収の要因を、1)少ない日照、2)メイ虫被害、3)洪水による冠水・土砂埋没、4)

土壌中微量要素の欠乏あるいは過剰、5)白葉枯れ病の多発と指摘している。いずれも生産の

不安定要因である。ミンダナオで採用されている品種である「アンジェリカ」には、一定程

度の耐虫性が付与されており、しかも寡照条件下においても収量低下が少ない品種として普

及しつつある。低日照条件に耐性をもつということは、冠水というストレス条件下でも耐性

をもつものと思われる。アンジェリカの特性を越え、しかも広域適応性のある新品種が開発

されるようであれば、普及技術の中軸となり得る。メイ虫被害には発生予察データの収集が

開始されており、また問題土壌の原因を迅速に判定する診断キットの開発も進められている。

したがってこの地区においては、1)～5)の素材技術確立の達成進度にもよるが、支所内で実

証試験するので 4.0t/ha を当面の目標収量とするのが妥当と考えた。以上の視察調査による

実証試験の技術問題と目標収量の設定を図に示すと、次のようになる。 

 

地域 ﾌｨﾙﾗｲｽ本支所 主要な技術問題 ﾌｨﾙﾗｲｽ本支所 実証地区の

（対象となる州） 機能強化のﾎﾟｲﾝﾄ 目標収量

ﾙｿﾝ島中央部 ﾌｨﾙﾗｲｽ本所 ①水稲の栄養診断と肥培管理法 ・支所への専門的支援体制
（ﾇｴﾊﾞｴｼﾔ州） ②農業機械の普及条件 ・普及方法（ﾋﾞﾃﾞｵ・ﾊﾟﾝﾌ等）の拡充

③普及方法（モデル）の評価 ・Inpact evaluation手法
④普及の農業への寄与率評価 ＞5.0 t/ha

ﾙｿﾝ島北部 ﾌｨﾙﾗｲｽ ﾊﾞﾀｯｸ支所 ①水稲の栄養診断と肥培管理法 ・地域に合致した技術普及方法
（ｲﾛｺｽﾉﾙﾃ、ｲﾛｺｽｻﾙ、 ②作付作物の多様化と集約化方策・農家圃場での実証試験
 　ﾗ･ﾕﾆｵﾝ州） ③作物の節水栽培

④農業複合化に伴う水稲栽培法 ＞4.5 t/ha
ﾐﾝﾀﾞﾅｵ島 ﾌｨﾙﾗｲｽ ｱｸﾞｻﾝ支所 ①土壌診断と対応肥培管理法 ・支所内圃場の実証試験

（ｱｸﾞｻﾝﾉﾙﾃ、ｱｸﾞｻﾝｻﾙ、 ②ｽﾄﾚｽ耐性水稲品種の開発 ・地域の実情に応じた技術組織体制
ｽﾘｶﾞｵﾉﾙﾃ、ｽﾘｶﾞｵｻﾙ州） ③メイ虫の発生予察とIPM防除 ＞4.0 t/ha

図  実証試験3地区における技術問題と目標収量

 

 

３－１－２ ハイブリッドライスについて 

フィルライスが中国との共同事業によって推進しているハイブリッドライスの展望は地域限

定的で、大面積に普及される要因は見当たらなかった。中国におけるハイブリッドライスも、

その研究の端緒はわが国の琉球大学の成果にある。この研究成果は中国に渡ると共に、IRRI に

も渡った。ハイブリッドは雑種強勢（Hybrid vigor）によるヘテロシスで、通常の交雑品種（Inbrid 

variety）により多収になることが期待される。実際に 10～15％の増収は期待できるし、場合に

よっては 25％の増収もあり得る。 

しかしながら、採種に大変な労力を要し、しかも留意すべき事柄が多い。一般にハイブリッ

ドライスは、①花粉に生殖能力のない雄性不稔系統を母本とし、②稔性回復遺伝子をもつ父本

とを別々に用意し、③それらを圃場に列毎に作付ける。④このとき自然条件下での交配がうま

くいくように開花時期は勿論、開花時間まで揃えなければならない。⑤雄性不稔系統の母本、

稔性回復遺伝子をもつ父本共に低温貯蔵が必要等である。このようにハイブリッド種子生産の

ためには、きめ細かい条件設定が必要とされる。また最近、中国ではハイブリッドライスがヒ

メトビウンカに弱くなるなど、マイナス方向のヘテロシス発現も懸念され始めている。 

したがってハイブリッドライスは、研究としては面白い素材であるが、実際栽培を考えると、

採種に要する労力以上にペイすることが困難である。日本においても「労多くて、効少なし」
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という評価で、過去においてセンセーショナルに宣伝されたように「ハイブリッドライスで簡

単に増収が可能」と考えるのは早計だと、研究者は慎重な態度を取っている。 

フィリピンの稲作の場合にも、ハイブリッドライスは色々な品種のなかの一つと考えておく

のが適正で、米品種の主流になることはないであろう。しかし問題土壌や常時湿田地帯、ある

いは中山間の天水田や冷水掛かりなど、他の対策技術では水稲の生育不足が解消できない低収

地帯でも、ハイブリッドライスによる増収効果は大きい。フィリピンにおける現在の普及面積

は 10 万 ha 程度であるが、政府の種子購入の半額補助が来年から打ち切られること、また市場

ではハイブリッドライスの食味が IR64 に及ばないことなどで普及が頭打ちになっている現状

にある。 

 

３－２ 普及 

３－２－１ 普及事業の沿革 

(1) 普及活動（Extention Activities）は、スペイン統治時代（19ｃ）にモデル農場（Granjas 

Modelos）の導入とともに始まった。 

(2) 1936 年 コモンウェルス法（Commonwealth Act No85）により州農業普及事業 

（Provincial Agricultural Extention Service）が開始される。 

(3) 1949 年 ダニエル・W・ベルを団長とする使節団が「国におけるよく組織された普及事

業の欠如」を指摘（種々の事務所でそれぞれ実施しているものを一つの行政のもとに合併

すべき） 

1952 年 農業普及局（BAE）を設置 

(4) 1985 年  大統領令によりフィリピン稲研究所（フィルライス）設立 

(5) 1987 年 農業教育訓練機構（ATI：Agricultural Training Institute）を設置 

(6) 1992 年 地方自治法（LGC：Local Government Code）により、国家公務員の市町村への

移籍や権限の委譲がなされた。 

 

３－２－２ フィリピンにおける普及に関連する機関と役割 

  普及に関連する機関としては、原則として ATI が技術普及に関する責任を有し、試験研究機

関で開発された技術は ATIの訓練プログラムを通じて LGUの普及員及び農業者に到達すること

になっている。しかし、「普及員」という現場レベルでの手足を奪われた状態の ATI、及び LGU

に移管して満足な普及活動ができない普及員という要因から普及システムは大幅に弱体化して

いる。また、LGU による格差が大きくなっているのが実態である。 

 

３－２－３ 対象地域における普及の現状と課題 

(1) 普及員の配置状況   

      下表に示すとおり、対象地域の普及員は合計 913 戸であり、普及員 1 人当たりの稲の作

付面積は 400ha～500ha、対象となる稲作農家は 150～300 人となっている。これは、日本の

現状（田に係る販売農家で、234ha、221 戸）から見ても、巡回活動にかなり深刻な状況を

きたしており、対象地域の中では、ミンダナオ地域が極端な状況下にある。 

    また、普及員の任用についても、92 年以前のような大学卒＋農業経験 1 年＋訓練 4 時間

といった資格要件は有名無実化しており、首長の判断で経済学部卒の職員に明日から普及員
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の辞令がでるといった事例もあると聞く。 

 

対象地域 普及員数 作付面積

（ha）

稲作農家

数（戸）

面積/人 農家/人 経営規模

(ha/戸)

 ① ② ③ ②／① ③／① ②／③

ルソン島中部       

 ヌエバエシハ 408 239,127 98,577 586 241 2.42 

ルソン島北部       

 イロコス・ノルテ 111 62,585 72,384 563 652 0.86 

 イロコス・スール 153 43,105 51,435 281 336 0.83 

 ラ・ウニオン 103 32,966 50,244 487 487 0.65 

ミンダナオ島東部       

 アグサン・デル・ノルテ 50 22,785 7,000 455 140 3.20 

 アグサン・デル・スール 88 45,550 15,487 517 175 2.94 

出所：ﾌｨﾙﾗｲｽ       

 

(2) 普及関連予算の状況 

      地方自治法の施行以来、中央政府から LGU への予算配分は、原則、地方自治省を通じて

行われ、農業に用途を限定した支給は行われず、総額支給されたものを首長の判断で各分

野に配分される。多くの場合、大半の予算はインフラ整備に充てられ、普及に十分な予算

が割り当てられることはまずないようであり、ところによっては活動費がなく、巡回活動

ができない普及員もいると聞く。 

      一方、農業省としては、別途プロジェクトを実施し、LGU に対してデモファームの設置

費や会議費、資材の供与などで支援を行っているが、予算規模は非常に小さい。 

     さらに、ATI は、各事務所についてほぼ均等に予算配分を行い、活動費は 50～80 万ペソ

で、研修の費用に支障が出ているため、LGU に費用の一部を負担してもらうなどの戦略を

とっている。 
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第４章 PhilRice の活動 

４－１ 研究活動とレベル  

今回の調査では、フィルライスの組織と共に、DA、大学、地方自治体、NPO の視察も行った。

特にフィルライスは、これまでのフェーズⅠ、Ⅱの 10 年間にわたる JICA プロジェクトの緊密な

技術協力が行われたことで、研究員の研究意欲も高く保たれ、供用している機器も良い状態で稼

働していた。所内も整然としており、特筆すべきは 80ha におよぶ試験圃場の管理運営で、試験区

水稲の斉一管理、用排水分離、畦畔管理、農道整備、ネズミ駆除、圃場内の雑草防除などの実施

には目を見張るものがあった。このように研究推進能力が高く、日本人専門家との協力経験も十

分なフィルライスをプロジェクト・パートナーとして選べることも、高い達成目標を掲げる本フ

ェーズⅢ実施には、適切な判断である。またフィルライスと協力関係にある DA、大学、地方自

治体、NPO など関連機関との連携も概して良好な状態にあって、この面でも気掛かりなことはな

かった。 

 

視察調査の結果、実証試験地区でそれぞれの収量目標を実現するために必要な「主要な技術問

題」は次表のように整理される。これらの技術問題を、プロジェクト期間内に均衡のとれた解決

を図るには、カウンターパートであるフィルライス本・支所の研究推進上の機能の強化が欠かせ

ない。 

 

４－２ 普及（Promotion）への取り組み 

フィルライスは研究全体を担当するとともに、デモファームの設置・運営指導、ATI と連携し

た研修・技術指導、更に関係者で構成される技術普及推進ネットワークの運営を支援している。 

今回調査した本所及びバタック支所のデモファームでの活動は、いずれも、まず農業者が自信

をもって自らの活動を紹介するとともに、普及員等の関係指導者が問題点の把握となすべきこと

は何かを明確につかんでいるように見受けられた。 

また、そのような地域は農業者が現場でトラブルを生じても多くは普及員で解決できるとのこ

とだったが、困ったときはフィルライスに相談できるといった安心感があることが大きいと思わ

れる。 

特に感心されるのは、バタック支所のデモファームの中心にミーティング小屋があることであ

る。いろいろな技術情報や生育状況（写真などでわかりやすく解説したもの）をパネル展示して

おり、関係する農業者の共通認識の醸成に寄与している。フィルライスの職員や普及員はかなり

の頻度（特に初めのうちは週に 1～2 度）でデモファームを巡回し、活動を展開している。 

一方、別のデモファームでは、逆にあまり細かな技術情報をサインボードに表示せず、かえっ

て農業者が普及員に質問させるように仕向けているなど、地域によって対応の仕方には差異がみ

られた。 

このような取り組みのノウハウを蓄積し、成功要因や失敗原因を分析することにより広い地域

へ波及させていくことが求められる。 

アグサン支所は、施設等のイメージとしては日本の普及センターのような印象を受けた。研究

機関としての機能は少ないものの、実験圃場を有していることで普及の武器を持っており、農業

者や普及員を集めた実地研修を行う素地はある。 
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本所で研究した成果の現地適応試験（＝現地実証）を行うには、若干の設備の改良（土壌分析

装置等）で可能であると見込まれる。 

普及（技術の地域展開）は研究機関であるフィルライスの技術を現場の実状に明るい地方の技

術・行政機関が中心となって波及させていくのが理想的であるが、第 3 章で述べたような事情か

ら、その実現は急には難しく、フィルライスの活動を通して地方機関がノウハウを蓄積していく

ことで解決していくのが現実的であると考えられる。 



第５章 プロジェクトのイメージ 

 

５－１ 実証試験と普及 

以上のような現状を踏まえ、本プロジェクトでは、現在の普及システムの中から課題解決の有

効な道筋を、現地の優良な実例を参考にしながら明確化していくことが大切であると考えられる。

フィリピンの実情に即した「実証試験と普及」の道筋を次頁図に整理した。 
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040527-3

Technology Promotionの考え方

地域適応型技術パッケージ及びTechnology Promotionの考え方

フェーズ１，２の成果概念 フェーズ３の活動

A：品種育成　（A1～A4品種）
B：栽培技術　（B1～B3栽植密度）
C：作期　　　（C1～C3移植時期）
D：肥培管理　（D1～D4追肥時期）
E：病害虫　　（E1～E3防除法）
F：農業機械化（F1～F3レベル）

－ 素材技術の開発 －

ルソン島北部
（バタック）

各々の地域における農業事情の把握

各々の地域の5年後の米の目標数量設定

ルソン島中部
（CES)

ミンダナオ北東部
（アグサン）

　 目標数量を可能にする
　 技術のパッケージ化

ルソン北部
　A3xB1xC1xD2xE1xF1

ルソン島中部
　A1xB2xC1xD1xE2xF2

ミンダナオ北部
　A4xB1xC2xD3xE3xF3

(素材技術の組み合わせ）

農家圃場での
農民参加型
実証試験

（フィルライ
ス指導圃場）

普及員等の
指導・教育

農家圃場
（普及員指
　導圃場）

それぞれの農業情勢に適した普及方法
　　→ ルソン島北部モデル
　　→ ルソン島中部モデル
　　→ ミンダナオ北部モデル

研究開発 Technology Promotionの範囲

地方自治体
RIARC（農業試験場）
大学等

関係機関

国立農業試験場（研究） 県農業試験場（研究）
専門技術員（普及）

普及員（普及実践）

研究・普及
の概念
(日本)

研究・普及
の概念

(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)

フィルライス

協力

技術のニーズ

（モニタリング）

地域適応型栽培技術パッケージ
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わが国で農業技術の普及と言えば、各都道府県の農業改良普及センターで推進されている活動

を考えればよい。しかしフィリピンにおける高生産性稲作技術の「technology promotion」には、

より広範な過程と内容を含ませざるを得ないものと思われた。フィルライス本所における、これ

までのフェーズⅠ、Ⅱでの協力成果は「研究開発」そのものであり、A：品種育成、B：栽植密度、

C：作期、D：肥培管理、E：病害虫防除法、F：農業機械省力化など基本技術の素材となるものを

次々と開発してきた。 

この段階は、わが国においても、国立研究機関（現在は独立行政法人）で担当している研究開

発そのものである。日本の場合には、これを受けて公立農業試験場が、各都道府県の気象・立地

条件や経済条件に合う形で基本技術を検証し直し（Modify）、これに基づいて行政部局に属する専

門技術員が地区毎に幾つかの「経営モデル（Modeling）」を構築する。これに基づいて普及員と協

力農家によって数年の「現地実証試験（技術の Pakage 化 → Field Testing）」が組まれる。協力農

家も納得するような成果が得られれば、現地実証という「点」の成果を、面として拡大しようと

する普及（Extension）が組織的に行われる。日本における技術の地域適合化と普及を概説すれば、

以上のような手順が踏まれている。 

このような「技術の開発→地域適合化→農民への普及」という農業技術普及の基本的な流れは、

日本以外のいずれの国においても同じような手順を踏む必要がある。しかし国情によって、フィ

リピンではフィリピンの実情に即した工夫が必要になろう。特に、日本と違い、フィリピンの農

家の社会・経済状況は一様ではなく、この点に十分配慮し、農家の視点から活動を行う必要があ

る。また、今回調査した結果、フィリピンの農業普及制度は地方分権化されて日が浅いため、十

分機能しているとは言い難い。したがって高生産性稲作技術の普及においても、普及機関の全国

一律的な強化は期待できず、普及活動に意欲を持つ自治体を選択し、現実的な範囲で活動を展開

するのが妥当である。 

以上のような観点から、高生産性稲作技術のフィリピン全土への普及を考慮して、ルソン北部・

ルソン中部・ミンダナオの 3 地区が選定された。夫々の地域の農業情勢の認識から、稲作の位置

付けが行われ、地区毎の 5 年後の目標収量が設定される（ここまでが Modeling）。地区毎の目標

収量を可能にする素材技術の組合せを検討する（技術の Package 化）。その技術体系を、農民参

加型実証試験として 1 地区 3 カ所で展開する（Field testing）。このデモ圃場での試験に、1 カ所で

20 人程の先進農民の参加を要請する。農民の検討を経て、幾つかの技術は更に改良が必要になる

かもしれない。これはフィルライス本・支所に戻して、再度技術改良の試験が必要となる（Modify）。

これら一連の検証を経た技術が普及技術として確立され、普及組織によって Extension が行われ

る。参画した 20 人の農民は自らの経験と共に近隣の農家に技術を伝承するであろうから、この効

果も重なって普及の速度は格段に速まる。このような手順を経て、普及モデルとして、①ルソン

北部モデル、②ルソン中部モデル、③ミンダナオモデルが策定できる。 

したがって、日本で農業技術の普及と言えば、各都道府県の農業改良普及センターで推進され

ている活動を考えればよい。しかしフィリピンにおける高生産性稲作技術の「 technology 

promotion」には、述べてきたように（地域農業の実状に即した目標の設定(Modeling) → 目標達

成のための技術の組合せ(Pakage 化) → 実証試験(Field testing) → 技術改良(Modify) → 普及

(Extention)）の全手順を踏む必要がある。これがフィリピンの実情であると認識せざるを得ない。

言わば、日本では「公立農業試験場＋専門技術員＋普及員」の 3 者で分掌している一連の手順を、

フィリピンで実施する本プロジェクトでは technology promotion と称する。 
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５－２ 「実証試験普及運営協議会」の設立 

以上にように本プロジェクトでは、ルソン北部、ルソン中部、ミンダナオの 3 地区で農民参加

による高生産稲作技術の実証試験を展開することが期待される。この実証試験の計画と運営を円

滑ならしめるために、地区毎に「実証試験普及運営協議会」を設立する。実証試験に関わる全て

をこの協議会で発意し、また実施に移す母体とする考えである。これには農業省（普及局、潅漑

局の地方機関）、LGU、市当局、NPO、大学、農協の担当者で構成し、必要であれば実証試験に参

加する先進農家（3 カ所×20 人）の意見も反映できる形で運営する方が良い。この協議会を立ち

上げることによって、実証試験の成果という「点」の成果を、面として拡大する普及（Extension）

が組織的に行われるようになる。 

 

５－３ 「高度化稲作技術普及推進本部」の設立 

本プロジェクトの目標は「高生産性稲作技術の地域展開」であるが、この上位目標には「フィ

リピンの国内米自給率の向上」と置かれている。国家的な要請に応えるプロジェクトであるから、

プロジェクトで得られた成果をフィリピン全土で効果的に活用するために、農業省の本省に実務

責任者（局次長クラス）のメンバーで推進本部を設立する。ここではプロジェクト全体の円滑な

推進を先導し、必要な部局の補強を効果的に行うための検討を行う。本省の主要ポストに在る者

が、プロジェクトの進捗に強い関心を持っていれば、プロジェクト終了後の波及効果（いわゆる 

Outcome）も確実なものになり、上位目標の達成も円滑になろう。 

 

５－４ 現地実証の試験設定 

現地実証の試験設定にも、工夫を加えた方が良い。通常、日本でも行われているような経験蓄

積型の試験では、気象の年次変動や実証圃場の土性の違いが大きく出て、本来の試験目的を明確

にできない場合が多い。したがって 2 年、3 年と年次を重ねる必要があるが、年次を重ねても、

現地試行だけを進める試験設定では適用した技術の効果を明確に峻別することは困難であろう。

また実証試験には先進農家の 20 人が参加しているので、農家の方々に分かり易い形で結果を説明

することが求められる。「こうしたら→こうなった」「ああしたら→別になった」式の考察だけで

は、農家も納得しないであろう。 

そこで、本プロジェクトの現地実証試験では、積極的に統計解析手法や実験計画法を導入する

ことを勧める。特に、技術効果を定量的に評価・判定できる「直交表に基づく一部実施型実験計

画法」を導入する方式である。この新しい実証試験の手法とも言うべき「直交表」には縦横無尽

の機能性が付与されている。例えば、実証試験結果の解析と考察に当たり、①A 技術の適用効果

は収量増加に 32.6％の寄与、D 技術は 8.6％の寄与というように定量的な評価が可能になる、②年

次気象の効果と土質が異なることの効果を、全体の変動から明確に分割できる。③このために 1

地区 3 カ所で実証試験を行うことに意味が出てくる。④より少ない年次の試験で、再現性と信頼

性の高い結果が得られる。⑤場所毎の最適組合せ技術が明らかになり、それを適用した場合の期

待最高収量も推定できる。⑥同一県の他地区への適用効果も容易に推測できるなど、結果の普遍

性が際立つ手法でもある。 
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５－５ カウンターパートとなるフィルライス研究員について 

本プロジェクトはフェーズⅢ段階にあり、フェーズⅠ、Ⅱの研究開発とは、協力の内容が全く

異なると自覚すべきである。プロジェクトの対象は、3 地域それぞれの実証圃場であり、そこで

得られる結果の理解と普及である。採られる研究の手法も、これまでの技術開発を越えて、地区

の農家の顔を見据えながらの「技術総合化研究」の手法と手順が主要な部分となる。フィルライ

スの研究内容と蓄積された成果を見る限り、これまでに技術総合化に視点を置いた研究は無い。

今回のプロジェクトでは、これまで述べてきたように 3 地区での普及モデルを策定するのが主な

目的であるが、プロジェクト終了後は、上位目標達成のために、フィルライス自らフィリピン全

土にわたって「その地区に合った技術の総合化研究」を数多く展開しなければならないだろう。

そのために 3 地区で推進する実証試験のカウンターパートは、派遣される JICA の専門家から学ぶ

べきことが多いはずである。したがってフィルライスは、実証試験のカウンターパートを支所の

研究職員だけに任せることなく、経験豊かな本所の研究者を積極的に支所へも派遣（赴任）させ

るべきである。これまでの 10 年間の研究協力で、フィルライスの実力は飛躍的に高まり国際的に

もかなり高く評価されるようになった。これは所内での地道な研究を蓄積してきた視点から脱皮

して、真にフィリピンの稲作増収の期待に応える視点が必要になり、理念も高く掲げる時期に至

ったものと認識できる。その一つの意志表示として、本所研究員の支所への派遣に前向きである

ことが望まれる。 
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第１章 事前評価調査団の派遣 

 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的  

 米はフィリピン農業において最重要作物であり、80％の国民が主食としている。しかしながら、

全国平均の籾収量は極めて低く、品種改良、機械化、栽培体系の確立が強く求められてきた。こ

れを受けて、日本はフィリピン稲作研究所（以下「フィルライス」）に対し無償資金協力を実施し

1991 年に研究施設を完成させ、1992 年から 5 年間のプロジェクト方式技術協力「フィリピン稲研

究所計画」を実施した。その後、小規模農家向け技術の研究開発を目的として 1997 年 8 月から 5

年間のプロジェクト方式技術協力「高生産性稲作技術研究計画」を実施した。 

 これらの協力の結果から、フィリピンにおける研究開発能力は飛躍的に向上した。しかしなが

ら、依然として農業現場の収量は全国平均で 3.19t/ha 程度と低く、中央の研究機関で開発された技

術が、各地域の特性に即した形で改良されておらず、地方レベルで十分に利用されていないこと

が問題となっている。 

 こうしたことからフィリピン政府は日本に対し地域に適応した技術の研究開発及びその普及を

目的として、新たな技術協力プロジェクトを要請してきたものである。 

 国際協力機構は、2004 年 9 月に第一次事前評価調査を実施し、本件実施の妥当性及び全体の方

向性を確認した。 

 今般、前回調査の結果を受けて、より詳細なプロジェクト設計を行うことを目的として第二次

事前評価調査団を派遣した。 

  

１－２ 調査団の構成 

総括 江種 利文 JICA 農業開発協力部 農業技術協力課 課長代理 

品種改良／実証 滝田  正 （独）作物研究所 研究交流科長  

プロジェクト効果分析 須藤  晃 （株）三祏コンサルタンツ フィリピン事務所長   

計画管理 中村 貴弘 JICA 農業開発協力部 農業技術協力課 

 

１－３ 調査日程 

月日 調査内容 宿泊場所 

2 月 25 日（水） 東京→マニラ 

（JL741 9:40→13:30） 

マニラ 

2 月 26 日（木） 事務所打ち合わせ、大使館表敬、NEDA 表敬  

2 月 27 日（金） マニラ→ブトゥアン（ミンダナオ） 

アグサン支所内確認、農家圃場視察 

ブトゥアン 

2 月 28 日（土） アグサン支所での協議 

ブトゥアン（ミンダナオ）→マニラ 

ヌエバエシハ 

2 月 29 日（日） マニラ→ヌエバエシハ（陸路 4 時間） 

本所内視察、農家圃場視察 

 

ヌエバエシハ 
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3 月 1 日（月） 協議（1）活動内容の検討 

ミニッツ案の作成 

ヌエバエシハ 

3 月 2 日（火） 協議（2）ミニッツ案の検討 ヌエバエシハ 

3 月 3 日（水） 協議（3）ミニッツ最終内容の検討 ヌエバエシハ 

3 月 4 日（木） ヌエバエシハ→マニラ 

MM 署名（農業大臣） 

事務所報告、大使館報告 

マニラ 

3 月 5 日（金） ＜プロジェクト効果分析団員＞ 

フィルライス本所へ移動 

＜その他の団員＞ 

マニラ→東京 

（JL742 14:50→19：50） 

ヌエバエシハ 

3 月 6 日（土） 

～ 

3 月 24 日（水） 

本所での継続調査 ヌエバエシハ 

3 月 25 日（木） JICA 事務所報告 マニラ 

3 月 26 日（金） 

 

マニラ→東京 

（JL 746  9:30→14:45） 

 

 

 

 



第２章 調査結果要約 

 
２－１ 方向性と概要 

フィリピン高生産性稲作技術の地域展開計画第二次事前評価調査団は、昨年 9 月に実施された

第一次事前表調査の結果を受け、プロジェクト実施の妥当性、方向性、協力の基本的枠組みの策

定、具体的プロジェクト活動の内容の確認等を目的に派遣された。 

主な合意事項は、下記の通りである。 

 

(1) プロジェクト実施の妥当性及び方向性 

主食である米の生産性の向上、生産量の増加は、米の自給を国家政策に掲げるフィリピンに

おいて優先度の高い課題であることは、既に第一次評価調査団で確認されている。総額 22.6

億円に及ぶ無償資金協力（施設と機材の整備）、その後 10 年間にわたるプロ技の成果を生か

し、全国的な米生産量増加のために、現在フィルライスは農家レベルでの米および米を中心

とした地域適応型栽培技術の普及が求められている。 

特に、地域適応型栽培技術の開発、全国的な普及を念頭に、フィリピンの稲作栽培地域の中

から 3 地域（潅漑低地、天水田地域、低日照地域）を戦略的に選択した。 

また、本プロジェクトでは、農家レベルで直ちに採用できる地域適応型栽培技術の開発能力

をフィルライスに付与し、さらにその技術が実際の農家まで届くメカニズムの確立までをプ

ロジェクトの活動範囲内にしている。 

本プロジェクトの成果によって、一連の地域適応型栽培技術の開発能力の習得から、その技

術を農家まで届ける普及メカニズムが確立することにより、実施可能な地域適応型稲作技術

の全国展開への道筋を明らかにすることが可能となる。 

  

(2) 協力の基本的枠組み 

対象地域 

1) ルソン島中部／ヌエバエシア州    

2) ルソン島北部／イロコス・ノルテ州、イロコス・スール州、ラ・ウニオン州    

3) ミンダナオ島北東部／アグサン・ノルテ州、アグサン・スール州 

 

プロジェクトサイト 

1) フィルライス本所 

2) フィルライス・バタック支所 

3) フィルライス・アグサン支所 

 

受益者 

1) フィルライス本所、バタック支所、アグサン支所 

2) 対象州の LGU 普及員 

3) 協力農家及び参加農家 
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スーパーゴール 

フィリピンにおいて自給が達成される。 

 

上位目標 

対象地域において、普及活動を通じて、米の生産性が増大する。 

 

プロジェクト目標 

第 1 次事前評価調査（案） 第 2 次事前評価調査（案） 

対象地域において、地域適用型技術の開発と

普及（promotion）を通して稲作の生産性が

向上する。 

対象地域において、参加農家により地域適応

型技術パッケージが採用される。 

 

成果 

第 1 次事前評価調査（案） 第 2 次事前評価調査（案） 

1. 対象地域に適した品種と栽培技術が特定

される。 

2. 地域適用型稲作技術及び稲作を基本とし

た営農技術がﾊﾟｯｹ ｰ ｼ ﾞ ﾝ ｸ ﾞされ普及

(promotion)される。 

3. 技術普及ﾓﾃﾞﾙが関係機関に利用される。

1. 各支所において、地域適応型技術パッケ

ージが確立される。 

2. LGU 及び関係機関により普及手法が習得

される。 

 

活動 

1) ルソン島中部 

        a) ベースライン調査の実施 

        b) 実証展示圃場における「水稲二期作･高度集約型技術パッケージ」の展示 

        c) 教材開発を含む普及手法の検討･改善 

        d) 普及員･協力農家及び関係者への研修 

        e) LGU 運営の展示圃場への技術的助言 

2) ルソン島北部 

        a) ベースライン調査の実施 

        b) 実証展示圃場における「稲作を中心とした複合型営農技術パッケージ」の展示 

        c) 教材開発を含む普及手法の検討･改善 

        d) 普及員･協力農家及び関係者への研修 

        e) LGU 運営の展示圃場への技術的助言 

3) ミンダナオ島北東部 

        a) ベースライン調査の実施 

        b) 低日照･耐病虫性品種の開発 

        c) 実証展示圃場における「低日照多収型技術パッケージ」の実証試験の実施 

        d) 教材開発を含む普及手法の検討･改善 
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        e) 普及員･協力農家及び関係者への研修 

 

実施機関 

農業省 フィリピン稲研究所（PhilRice／フィルライス） 

 

実施期間 

5 年間（2004 年 7 月～2009 年 7 月を予定） 

 

２－２ プロジェクト活動の実施戦略 

1989 年～1991 年に実施された総額 22.6 億円に及ぶ無償資金協力（施設と機材の整備）、さらに

その後に実施された 2 件のプロ技、すなわち「稲研究所計画」(1992 年～1997 年)及び「高生産性

稲作技術計画」(1997 年～2002 年)を実施したことによってフィルライス本所の研究開発能力が飛

躍的に向上した成果を活用し、本案件は、フィルライスの研究室、圃場を超えて、実際の農家レ

ベルにおいて活用できる「地域適応型技術パッケージ」を開発し、さらにその開発された「地域

適応型技術パッケージ」を農民の手まで届ける普及のメカニズムを確立することにある。 

本プロジェクトでは、活動は 2 段階に分かれる。 

第 1 段階では、フィリピンの代表的な稲作栽培地域を 3 カ所選択し、各地域に適応した技術パ

ッケージを開発する。10 年間のプロ技に成果により飛躍的に向上したフィルライスの研究開発能

力に日本人専門家の知見を考慮すれば、「地域適応型技術パッケージ」の開発は十分可能である。

特に、代表的な稲作栽培地域である 3 カ所各々で開発されるその地域では基本となる技術パッケ

ージは、それを随時修正することにより、州内の他地域で応用が可能となる。また、開発段階で

フィルライス本所、担当のフィルライス支所の研究開発能力を高めることにより、その知見は他

地域のフィルライス支所においても共有され、全く自然条件等の異なる他地域における技術パッ

ケージを開発する際に大きく貢献すると考えられる。 

第 2 段階においては、この開発された技術を農家に届けるメカニズムを確立する。フィリピン

においては、地方分権政策の下、農家に技術を届ける役目は各 LGU に所属する普及員が担う。従

って、実証展示圃場の設置場所(LGU)の選定及びいかに LGU の自立的な普及活動を展開するかが

ポイントとなる。 

具体的なプロジェクト活動は、下記の通りとなる。 

1) ベースライン調査の結果に基づき、実証展示圃場(Technical Demo Farm/TDF)の予定地を暫定

的に選定する。この予定地の位置する LGU（Municipality）は将来の展示圃場(Demonstration 

Farm/DF)展開主体の候補となる。 

2) 選定された LGU はフィルライスに対して、本件への参加及び協力期間中に DF を独力で開発

することの確約を示したプロポーザルを提出する。このプロポーザルには DF 設置のための

予算および人員確保についての確約も含まれる。このプロポーザルを基に、フィルライスが

暫定的に選定された LGU の能力および持続性を評価し、最終選定を行なう。 

3) 選定された LGU とフィルライスの間で合意書を署名交換する。 

4) フィルライスが主体となり、開発された地域適応型技術パッケージのための TDF を設置する。 
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5) 設置された TDF が位置する LGU の普及担当者および関係者に対しフィルライスが訓練、技

術的支援をおこない、同じ LGU 地区内で LGU が独自に技術パッケージを用いた DF を最低

２カ所を設立する。 

6) プロジェクトは LGU の DF 関連の活動に対する定期的モニタリングを行い、必要に応じて円

滑な圃場管理のための技術的支援を行なう。 

TDF を設置し、LGU 普及員、協力農家を研修する過程において、LGU 普及員は LGU 設置、

運営、農家へのパッケージ技術の指導等を含む普及手法を習得する。本プロジェクトでは、

さらにもう一歩踏み込んで、実際に普及手法を習得した LGU 普及員が、本当に実地に適用

できるかを確認するために、LGU の組織的かつ予算的支援の下、DF の設置、運営、農民へ

の指導までの流れを確認するところまでをプロジェクトの活動範囲とする。ただし、当然の

ことながら、自力で活動する LGU 普及員への技術的支援は最小限に留めるものとする。 

 

２－３ 各地域の課題と対象地域としての妥当性 

 本プロジェクトの要請では、ルソン島北部、中部、ミンダナオ島北東部が対象地域として提案

されている。今回調査では、各支所代表者との協議・現地踏査（ルソン中部、ミンダナオ北東部

のみ）を通じて、その妥当性を検討した。 

 

(1) ルソン島北部（対象州 イロコス・ノルテ、イロコス・スール、ラ・ユニオン） 

     ルソン島北部は、雨季と乾季の雨量差が極端に大きく、乾季に稲作を行うことは難しい、

典型的な天水地域である。したがって雨季には稲作、乾季には可能な範囲で野菜栽培（地下水

やため池の水を利用）という米を中心とした営農形態を基本とした、パッケージの開発・普及

という方向性が妥当と判断した。 

     フィルライス・バタック支所は、既に 20 以上の実証圃場を展開しており、Technology 

Promotion に意欲的に取り組んでいる。バタック支所の、カウンターパートとなりうる人材に

ついても、実証圃場の運営など、これまで十分に経験を積んでいる人材である。したがって、

本地域をプロジェクトの対象とすることは適当と判断した。 

 

(2) ルソン島中部（ヌエバエシハ） 

     ルソン島中部は、農家圃場において広く二期作が行われている地域である。したがって、

水稲二期作を基本とした技術パッケージの開発・普及という方向性が妥当と判断した。 

     これまで、十数年にわたり協力をしてきた中心であり、個々のカウンターパートの技術力

は高い。技術パッケージの開発、普及という活動により大きな効果が期待できる地域であり、

本地域をプロジェクトの対象とすることは適当と判断した。 

 
(3) ミンダナオ島北東部（アグサン・デル・ノルテ、アグサン・デル・スール） 

     当初、ミンダナオ島北東部においては「湿田」という条件が、収量に大きな影響を与えて

いると考えられていたが、フィルライス・アグサン支所との協議、およびデータにより日射量、

病害虫被害、土壌栄養が大きな問題であることが確認された。なお、既にフィルライスにより

低日射耐性の「アンジェリカ」という品種が開発されているものの、病害虫抵抗性は十分では

ない。 
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     フィルライス・アグサン支所では「シャトルブリーディング」という方法で、品種の選抜

を行っており、新たな品種も開発されていることから、品種選抜などの技術については十分で

あると判断される。また、人員も新たに 2 名追加しており（Dr を 1 名、Ms を 1 名）、支所機

能の強化が積極的に図られている。以上から、対象地域として適切であると判断した。 

 

２－４ 各地域で想定される活動 

(1) ルソン島北部（対象州 イロコス・ノルテ、イロコス・スール、ラ・ユニオン） 

     既に technology promotion の経験が蓄積されている地域である。よって、プロジェクトを開

始してから農家圃場における実証圃場を展開し、「稲作を中心とした複合型営農技術パッケー

ジ」の開発（establishment）およびその普及を図ると同時に LGU の普及員などの能力強化を

行う。  

 

(2) ルソン島中部（ヌエバエシハ） 

北部ルソン地域と同じように、Technology Promotion の経験がある地域であり、開始当初か

ら、農家圃場における実証圃場を展開する。米の二期作が可能であるため「水稲二期作高度

集約型技術パッケージ」の開発（establishment）およびその普及を図ると同時に LGU の普及

員などの能力強化を行う。 

 

(3) ミンダナオ島北東部（アグサン・デル・ノルテ、アグサン・デル・スール） 
     病虫害に対して大きな効果がある耐病虫性品種の開発がなされておらず、その他の病害虫

防除対策についても確立していないため、プロジェクト開始から 3 年程度は、研究所の圃場

で品種改良およびパッケージ開発に係る活動を行う。従って、農家圃場での実証はプロジェ

クトの後半から行う。 

 

２－５ 今後の予定 

 本調査の結果を基に、プロジェクトドキュメントを作成し、JICA 内で再度検討したうえで、事

務所において R/D を締結する。 
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